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Ⅰ．基本的考え方

【総合政策局の役割】

・国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整備や

交通政策の推進等を担う国土交通行政は、国民の日常生活や経済活動にとって

欠くことのできないものであり、総合政策局は、こうした国土交通行政に係る

総合的かつ基本的な施策の企画・立案等を推進している。

【時代認識を持った対応】

・我が国を取り巻く社会経済環境は、本格的な人口減少・高齢化社会の到来、地

球環境問題の深刻化、急速な経済のグローバル化、環境や景観の重視など、大

きく変化している。これらの変化に対応して、

○成長力の強化

○安全・安心で豊かな社会づくり

○地球環境時代に対応したくらしづくり

等を実現していくことが求められている。

【平成２２年度予算の重点項目】

・こうした状況を踏まえ、平成２２年度総合政策局関係予算については、これら

の課題のうち緊急かつ計画的な対応を要する下記の事項に特に重点を置いて、

所要の予算額を要求する。

（１）地域の自立・活性化

（２）建設業の活力回復

（３）海洋立国の推進

（４）国際競争力の強化

（５）物流の効率化

（６）生活者の視点に立った安心施策の展開

（７）安全・安心な地域づくり

（８）温暖化対策や健全な国土に向けた取組

（９）環境を優先した選択の支援・促進

（１０）地球環境時代の技術開発・国際貢献

【政策の棚卸し等】

・要求にあたっては、予算の執行や決算の状況等を踏まえた政策の棚卸し等を行

い、新たな施策の充実強化を図っている。

総合政策局関係予算概算要求額

行政経費 １５３億円（対前年度比：１．３２倍）
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Ⅱ．平成２２年度総合政策局関係予算概算要求総括表

（単位：百万円）

国　　　　　費

22 年 度 前 年 度

要 求 額 予 算 額

(A) (B) (A/B)

　 Ⅰ．主要事項 10,726 7,268 1.48 

　　　１．成長力の強化 9,162 6,659 1.38 

　　（１）地域の自立・活性化 6,508 4,849 1.34 

　　（２）建設業の活力回復 1,447 1,081 1.34 

　　（３）海洋立国の推進 85 74 1.15 

　　（４）国際競争力の強化 778 458 1.70 

　　（５）物流の効率化 345 197 1.75 

　　　２．安全・安心で豊かな社会づくり 764 356 2.15 

　　（１）生活者の視点に立った安心施策の展開 322 199 1.62 

　　（２）安全・安心な地域づくり 441 157 2.81 

　　　３．地球環境時代に対応したくらしづくり 800 253 3.16 

　　（１）温暖化対策や健全な国土に向けた取組 470 43 10.90 

　　（２）環境を優先した選択の支援・促進 123 80 1.55 

　　（３）地球環境時代の技術開発・国際貢献 207 130 1.59 

　 Ⅱ．その他の行政経費 4,607 4,343 1.06 

　　　　合　　　　　　　計 15,333 11,611 1.32 

（注）１．この他に、地域活力基盤創造交付金（国費 11,097億円（対前年度比1.18））がある。
　　　２．端数処理のため計算が合わない場合がある。

対前年度
倍　　率
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【主要事項の内訳】 （単位：百万円）

国　　　　　費
22 年 度 前 年 度 対前年度
要 求 額 予 算 額 倍 　率

(A) (B) (A/B)

　  Ⅰ．主要事項 10,726 7,268 1.48 

１．成長力の強化 9,162 6,659 1.38 

（１）地域の自立・活性化 6,508 4,849 1.34 

・地域公共交通活性化・再生総合事業の拡充 6,000 4,400 1.36 

・地域交通ＩＴ基盤確立プログラムの推進 106 0 - 

・観光地の魅力創出インフラ整備の推進 40 0 - 

・不動産取引活性化のための宅地建物取引業者の協業化支援 12 0 - 

（２）建設業の活力回復 1,447 1,081 1.34 

・建設業の活力回復の推進 1,200 846 1.42 

（３）海洋立国の推進 85 74 1.15 

・２００海里海域の特性に応じた海洋マネジメントビジョンの策定 20 0 - 

（４）国際競争力の強化 778 458 1.70 

・官民連携による海外交通プロジェクトの推進 260 0 - 

・わが国の建設技術基準等のスタンダード化による関連技術の海外
　展開促進

20 0 - 

・官民連携による我が国建設技術の海外展開支援事業 15 9 1.67 

・建設産業関連制度普及促進事業 15 0 - 

・建設企業海外受注プロジェクト対策経費 15 0 - 

（５）物流の効率化 345 197 1.75 

・多様な関係者の連携による物流効率化推進事業 290 121 2.40 

２．安全・安心で豊かな社会づくり 764 356 2.15 

（１）生活者の視点に立った安心施策の展開 322 199 1.62 

・これからの社会資本整備の方向性の調査検討 25 0 - 

・宅地建物取引業・賃貸不動産管理業等に係る新規制度導入 100 0 - 

・バリアフリー新法に基づく一体的・総合的なバリアフリー化の
　推進

77 60 1.28 

（２）安全・安心な地域づくり 441 157 2.81 

・運輸の安全性向上のための官民における戦略的取組の推進 306 0 - 

・運輸安全マネジメント制度の充実・強化 46 44 1.05 

３．地球環境時代に対応したくらしづくり 800 253 3.16 

（１）温暖化対策や健全な国土に向けた取組 470 43 10.90 

・エコモビリティ都市の推進 200 0 - 

・公共空間を活用したグリーンエネルギー創出促進検討調査経費 7 0 - 

・不動産業における温室効果ガス削減方策に関する調査検討の推進 17 0 - 

（２）環境を優先した選択の支援・促進 123 80 1.55 

・建設分野におけるリサイクルの推進 15 0 - 

・建設機械施工における低炭素化技術の普及促進 30 0 - 

（３）地球環境時代の技術開発・国際貢献 207 130 1.59 

・アジア諸国を中心とした交通分野における気候変動対策の国際的
　な推進強化

152 0 - 

・運輸技術に関する総合的技術戦略プロセス推進に資する技術戦略
　ロードマップの構築

15 0 - 

・バラスト水管理条約の国内対応 9 0 - 

　  Ⅱ．その他の行政経費 4,607 4,343 1.06 

　　　　合　　　　　　　計 15,333 11,611 1.32 
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Ⅲ．主要事項

１．成長力の強化

（１）地域の自立・活性化

○地域公共交通活性化・再生総合事業の拡充【拡充】

○地域交通ＩＴ基盤確立プログラムの推進【新規】

○観光地の魅力創出インフラ整備の推進【新規】

○不動産取引活性化のための宅地建物取引業者の協業化支援【新規】

（２）建設業の活力回復

○建設業の活力回復の推進【新規・拡充】

（３）海洋立国の推進

○２００海里海域の特性に応じた海洋マネジメントビジョンの策定

【新規】

（４）国際競争力の強化

○官民連携による海外交通プロジェクトの推進【新規】

○わが国の建設技術基準等のスタンダード化による関連技術の海外

展開促進【新規】

○官民連携による我が国建設技術の海外展開支援事業【拡充】

○建設産業関連制度普及促進事業【新規】

○建設企業海外受注プロジェクト対策経費【新規】

（５）物流の効率化

○多様な関係者の連携による物流効率化推進事業【拡充】

２．安全・安心で豊かな社会づくり

（１）生活者の視点に立った安心施策の展開

○これからの社会資本整備の方向性の調査検討【新規】

○宅地建物取引業・賃貸不動産管理業等に係る新規制度導入【新規】

○バリアフリー新法に基づく一体的・総合的なバリアフリー化の推進

【拡充】
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（２）安全・安心な地域づくり

○運輸の安全性向上のための官民における戦略的取組の推進【新規】

○運輸安全マネジメント制度の充実・強化【拡充】

３．地球環境時代に対応したくらしづくり

（１）温暖化対策や健全な国土に向けた取組

○エコモビリティ都市の推進【新規】

○公共空間を活用したグリーンエネルギー創出促進検討調査経費【新規】

○不動産業における温室効果ガス削減方策に関する調査検討の推進

【新規】

（２）環境を優先した選択の支援・促進

○建設分野におけるリサイクルの推進【新規】

○建設機械施工における低炭素化技術の普及促進【新規】

（３）地球環境時代の技術開発・国際貢献

○アジア諸国を中心とした交通分野における気候変動対策の国際的な

推進強化【新規】

○運輸技術に関する総合的技術戦略プロセス推進に資する技術戦略

ロードマップの構築【新規】

○バラスト水管理条約の国内対応【新規】
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１．成長力の強化

（１）地域の自立・活性化

○ 地域公共交通活性化・再生総合事業の拡充【拡充】

（交通計画課）

要求額 ６，０００百万円

・地域公共交通活性化・再生法の趣旨に基づき、関係自治体、交通事業者、

住民その他地域の関係者が連携して、自主的・積極的に取り組む地域を重

点的に支援する「地域公共交通活性化・再生総合事業」について、調査事

業の実施段階への移行や新規事業への対応、広域化・多様化・高度化する

取組への対応等のため、事業の拡充を図る。

＜内 容＞

・地域公共交通を巡る情勢は厳しさを増していることを踏まえ、平成１９年

１０月より施行されている地域公共交通活性化・再生法を活用して、鉄道、

コミュニティバス・乗合タクシー、旅客船等多様な地域公共交通の活性

化・再生に取り組む地域の法定協議会に対し、パッケージで一括支援する

「地域公共交通活性化・再生総合事業」を拡充することにより、地域の創

意工夫ある自主的な取組を積極的に支援する。また、地域の自立に向けた

効果的・効率的な事業の実施を図るため、地域公共交通の自立のためのガ

イダンス策定、人材育成・情報提供等を実施する。

協 議 会

地域公共交通活性化・再生総合事業地域公共交通活性化・再生総合事業地域公共交通活性化・再生総合事業

地域公共交通総合連携計画

うち協議会が取り組む事業

「地域公共交通活性化・再生法（平成１９年１０月１日施行）」の法定協議会市町村

公共交通事業者

道路管理者

住民

公安委員会

等

協議会に対して支援

補助率
①「地域公共交通総合連携計画」
（法定計画）策定経費 定額

②総合事業計画に定める事業に要する
経費

・実証運行（運航） １／２

・実証運行（運航）以外の事業 １／２
（政令市が設置する協議会の取り組む事業 １／３）

制度の特徴

地域公共交通活性化・再生総合事業計画

学校・病院等

【事業例】
◇鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行
◇コミュニティバス・乗合タクシー、路線バス
活性化の実証運行
◇空港アクセス改善（空港アクセスバスの実
証運行等）
◇コミュニティバス・乗合タクシーの導入の
車両整備等

◇旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更等の
実証運航
◇鉄道、バス、旅客船、地域航空の利用促進
活動等 （広報、イベント等）

◇乗継円滑化（乗継情報等の情報提供、
ＩＣカード導入等）
◇LRV（低床式軌道車両）の導入 など

・平成２１年度取組実績（平成２１年７月３１日現在）
３５２件（①調査事業 １０２件 ②計画事業 ２５０件）

・計画的取組の実現
・協議会の裁量確保
・地域の実情に応じた支援の実現
・事業評価の徹底

・平成２０年度取組実績
２４９件（①調査事業 １６８件 ②計画事業 ８１件） ※全国４７２市町村で実施
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（２）建設業の活力回復

・建設業は中長期的な建設投資の減少、価格競争の激化に加え、昨年秋に発

生した金融・経済危機による信用収縮や民需・海外需要の低迷などに直面

し、極めて厳しい経営環境にある。経営環境の悪化は、建設業の施工力の低

下を招き、建設生産物の品質に対する懸念を生じさせている。また、地域の

雇用と経済を支える基幹産業である建設業の疲弊は、地域の活力低下に直結

する。よって、建設業の活力回復は喫緊の課題である。

・このため、建設企業が持続的に適正な利益を確保できるよう、取引・契約

の対等化・適正化を推進する。また、建設生産物の品質を確保するため、建

設企業の「施工力（経営力、企業力、人材力）」の強化を促進する。さらに、

建設企業が受注の波に左右されない安定した経営を行える体質に改善するた

め、建設企業の活動領域の拡大を推進する。
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○ 建設業の活力回復の推進【新規・拡充】

（建設市場整備課、建設業課）

要求額１，２００百万円

＜内容＞

①建設業の活動領域の拡大とこれによる地域の持続的発展

要求額 ３２０百万円

・地域の基幹産業である建設業は、中長期的な建設投資の減少等により、厳

しい経営環境にある。このため、新しい有望分野や異業種での収益の柱を確

立し、受注の波に左右されない安定した経営を行える体質に変えていくこと

が必要である。

・また、地域においては、経済やコミュニティが疲弊し、災害応急復旧活動

などの安心機能から、省エネ化・耐震化への対応などの新たなニーズまで、

「担い手」が不足しているという現状があり、「担い手」として基幹産業で

ある建設業の役割に期待するところが大きい。

・このため、建設企業が、その有する人材、機材、ノウハウ等を生かして、

地域のニーズに応える「担い手」として、地域経済・社会への貢献度が高い

と認められる先導的な取組（地域における他産業分野・建設関連分野への活

動領域拡大を図る取組、地域の安心機能維持を図る取組）を他分野企業等と

連携して行う場合に、その事業の立ち上げを支援することで、建設業と地域

の相互発展を図る。
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②取引・契約の適正化・対等化 要求額 ２６０百万円

・昨今の建設工事の受発注に関するトラブル等の相談が依然として多く寄せ

られている現状に鑑み、「建設業取引適正化センター」を引き続き運営し、

受発注者間のトラブルの迅速かつ円滑な解決を図る。

・これに加えて、発注者と受注者が対等の立場に立って交渉することができ

るよう、発注者と受注者の間に立つ公正・中立な第三者の活用について、

当事者特に発注者の理解を促進する方策、第三者の選定及び派遣の実施等

を行う。

③施工力の強化 要求額 ３８６百万円

・建設業の施工力は、経営力、企業力、人材力に基づくものである。しかし

ながら、昨今の経営環境の悪化が労働条件の更なる悪化を招き、少子高齢

化も相まって人材の確保・育成が一層困難な状況となっている。この結果、

「施工力」の低下とこれに伴う建設生産物の品質の低下が懸念されている。

・このため、建設業の企業間取引を電子化する CI-NET 導入に向け、相当数
以上の企業が協議会を設置し、共同して、試験的導入、効果及び課題の検

討を行う取組等を支援するとともに、体験講習会を開催し、企業間取引及

び業務の効率化・適正化・高度化を図る。

・ワンストップサービスセンター事業と建設業緊急相談窓口を統合し、経営

相談サービスの一元的な提供を行うことにより、利用者の利便性を向上さ

せる。

・施工現場において、技術者・熟練技能者等による若年労働者に対する教育

訓練等を元請・下請が連携して行う取り組みに対し支援を行い、建設技能

の確保・維持を図る体制の確立を推進する。
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（４）国際競争力の強化

○ 官民連携による海外交通プロジェクトの推進【新規】

～日本の技術・産業の海外展開支援～ （国際業務室）

要求額 ２６０百万円

・経済のグローバル化が進む中で、米国・ブラジル等における高速鉄道整備

プロジェクトをはじめとする海外における交通プロジェクトを官民連携の

もと積極的に推進する。

＜内 容＞

・我が国の優れた技術を活用した交通システムを世界に展開するため、一貫

した戦略にもとづき相手国との協議・調整、技術面での協力などの環境整

備及び民間による案件形成・推進支援や人材育成・技術移転等の民間が実

施する活動に対する支援を行う。

官民連携による海外交通プロジェクトの推進

《海外交通プロジェクト推進による効果》

◆環境にやさしい交通機関の整備を通じ、地球
環境問題への対応に貢献。

◆相手国の経済社会開発の進展に寄与。

◆相手国との関係の深化、ひいては、我が国

のプレゼンスの強化。

◆我が国産業のビジネスチャンスを拡大し、国
際競争力を強化。

我が国産業の海外展開のための環境整備

民間が実施する多角的な活動に対する支援

○官民連携の場の提供、戦略策定
○民間による案件形成・推進支援

○民間相互による人材育成・技術移転

現 状 具体的施策

《主要な海外交通プロジェクト》

○米国高速鉄道計画（全米で１１路線の整備計画）
・2009年2月の日米首脳会談で日米両国政府による協力

意向を表明

・米国政府が高速鉄道の戦略計画を発表（2009年4月）

○伯国高速鉄道計画（リオデジャネイロ～サンパウロ～

カンピーナス間）
・日伯首脳会談で日本の新幹線技術導入について議論

○中国高速鉄道計画（2020年までに16,000km整備）

○インドの貨物専用鉄道（DFC）建設計画（東西回廊全長

2,800km）、高速旅客鉄道構想

○アセアン諸国における都市鉄道計画、港湾整備計画 等

◆交通インフラは、円滑・効率的な人流・物流を

通じた経済発展に不可欠。

◆近年、新興経済国、経済発展著しい開発途上
国、さらには先進国において、交通プロジェクト

に対して、積極的な姿勢。

◆海外交通プロジェクトの推進方策が多様化（官
民協働（ＰＰＰ）、ＯＤＡにおける官民連携推進）。

○基盤づくり（技術基準策定支援、調査）

○相手国の理解促進(ハイレベル協議、普及啓発活動)
○技術協力（技術移転セミナー、研修等人材育成）

○新たな協力分野の開拓
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○ わが国の建設技術基準等のスタンダード化による関連技術の海外展開

促進【新規】 （国際建設推進室）

要求額 ２０百万円

・開発途上国や新興国で建設技術基準の整備が十分でない状況が、本邦企業

の海外展開の支障となっている。

・このため、現地での実証活動や、相手国の技術基準整備への支援等を通じ、

わが国の技術基準等（技術基準、規格、仕様書、マニュアル、ガイドライ

ン等）のスタンダード化を促進することにより、わが国民間企業の有する

関連技術の進出を支援する。

＜内 容＞

・国内官民協議会を開催し、売り込み対象となる技術基準及び対象国の選定、

国別の売り込み戦略の検討等を実施。

・二国間会議、現地での実証活動等により、相手国におけるわが国の技術基

準等の優位性に対する認知を向上。

・わが国技術基準をベースとした相手国基準の作成支援等を実施。

・相手国の政府関係者、学識経験者、民間企業等の参加を呼びかけ、成果を

共有するための官民合同セミナーを開催。

■新興国等が国家規格となる基準を初めて
導入する技術分野では、日欧等先進各国
が独自規格を売り込み。

本
邦
企
業
の
有
す
る
関
連
技
術
の
一
層
の
海
外
展
開
を
促
進

■新興国等の一部は、現地資材等の条件に
関わらず、旧宗主国の基準をそのまま流用。
■受注した本邦企業が、技術力を活かせず
に、不合理な対応を迫られる事態も発生。

【現地に適さない旧宗主国の基準等】

スタンダード化による海外展開の促進

現地実証活動（実機展示、社会実験）

≫基準・規格は本邦建設技術の海外展開の根幹
≫民間企業だけでなく、官民一体での活動が必要

官民が連携し、現地実証活動等を通じた本
邦技術基準類のスタンダード化を推進。

官民協議会での情報分析・戦略検討

わが国建設技術基準等のスタンダード化

【新分野の建設技術の基準が未整備】

技術基準等の整備に伴う海外展開の課題

■日本とは異なる基準が採用された場合、
本邦建設技術の市場
進出は困難。

相手国の技術基準等整備への支援

相手国内での官民合同セミナーの開催

■ＩＴＳ・ＥＴＣ■ＩＴＳ・ＥＴＣ
・マレーシア
・ベトナム 等

【アクション】

【分野・対象国】
■水資源■水資源
・中国
・モンゴル
・トルコ 等

■建築物耐震・環境■建築物耐震・環境
・南西アジア
・南米太平洋岸諸国等

■その他■その他
土木構造物
土工等分野

日本規格のＥＴＣ日本規格のＥＴＣ

〈〈例：ＥＴＣを含むＩＴＳ技術例：ＥＴＣを含むＩＴＳ技術〉〉
日本、韓国、欧州が異なる
通信方式・規格を売り込み

わが国の建設技術基準等のスタンダード化による関連技術の海外展開促進わが国の建設技術基準等のスタンダード化による関連技術の海外展開促進
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○ 官民連携による我が国建設技術の海外展開支援事業【拡充】

（国際建設推進室）

要求額 １５百万円

・長大橋や沈埋トンネル、都市内幹線道路整備など、大規模かつ特殊な海外

建設プロジェクトについては、発注機関の技術的な理解が欠如し、事業実施

体制も不十分な場合が多く、工事を受注するわが国建設企業と発注機関との

間で、工期の長期化や費用の増大等に係る対立が多く発生。

・こうした問題の早期解決、未然防止を図るため、大規模特殊工事のうち、

①施工技術・施工管理マネジメントに係る相談が「海外建設ホットライン」

に寄せられ、問題の長期化・深刻化が予想される案件や、②わが国建設企業

の受注が確定している案件を対象に、相手国発注機関の技術的理解を促進す

るためのセミナーを開催し、プロジェクトの円滑実施を支援する。

＜内 容＞

・相手国政府の担当官を対象に、高度な施工技術や施工管理マネジメントに

関し、当該技術の専門家による講義を実施。

・併せて、関連する国内現場の訪問、発注者・受注者等関係者との意見交換

等により、個別技術や事業執行に関する理解の促進を図る。

■わが国とは異なる技術基準や希有な工法によ
る施工が必要なケースが多発。

■企業からの相談をホットラインで受け付け、外
務省、ＪＩＣＡ等との連携による相手国政府への
働きかけ、専門家紹介等のサポートを実施。

■相談事項を体系的に整理し、各課題への対応
に対するチェックリストや事例集を作成、配布。

海外建設プロジェクトにおける現状と課題

わ
が
国
建
設
業
の
一
層
の
海
外
展
開
を
促
進

■対応のスピードアップ、問題の未然防止が促進
され、海外建設プロジェクトの円滑化等に寄与。

【厳しい自然状況等における施工】

■最適な対応方策を検討するにあたり、適切な学
識経験者・技術者等への個別相談が必要なこと
から、決定までに多大な時間が必要。

■また、不具合事象発生時等における相手国との
調整は容易ではなく、事業の円滑な推進に対し
て大きな支障となっている。

■これらにより、建設事故や工期延長等が発生し
た場合、日本の技術力への信頼が損なわれるこ
とが懸念。

■ 不具合事象等に対するわが国建設企業の提
案が理解されにくい。特に大規模特殊工事につ
いては、工期の長期化や費用負担にかかる問題
が深刻化する傾向。

【途上国事業実施機関の技術力不足】

海外建設プロジェクトの課題への対応

「海外建設ホットライン」の活用 （継続）

国内セミナーの開催 （新規）

■相手国政府の担当官を対象に、高度な施工
技術や施工管理マネジメントの理解に資するセ
ミナーを開催。（例：長大橋施工における品質
管理、都市部における施工管理等）

■現場訪問により個別技術の理解を促進すると
ともに、発注者、受注者等関係者との意見交換
により事業執行に関する理解を促進。

官民連携によるわが国建設技術の海外展開支援事業
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○ 建設産業関連制度普及促進事業【新規】

（国際建設市場室）

要求額 １５百万円

・政府調達や建設業に関する法制度が十分に整っていない開発途上国におい

て我が国の建設産業に関連する法制度等の普及を促進する。

＜内 容＞

・開発途上国において関係行政分野の企画・立案に携わる政府職員を対象に、

建設産業関連制度をテーマとしたセミナーを日本で開催し、当該国における

我が国の建設産業関連制度の普及を促進する。

建設産業関連制度普及促進事業（新規）

政府調達や建設業に関する法制度が十分に整っていない開発途上国の政府職員を対象に
我が国の建設産業に関連する法制度等に関する知識の普及を促進する。

・ 開発途上国においては、社会資本整備は最も優先度の高い政策課題であり、ＯＤＡプロジェクトは社会
資本整備水準の向上に重要な役割を果たしている。
・ ＯＤＡプロジェクトを成功させるには、プロジェクトに携わる建設企業が円滑にプロジェクトを進められる
か、各プロジェクトに係る工事についての施工能力が備わっているか、という点が重要。
・ しかし、開発途上国においては、政府調達や建設業に関する法制度が十分整っていないため、プロジェ
クトを円滑に進める上で支障となっている場合が多いのが現状。

施策の背景

施策の内容

◇我が国の建設産業関連制度の普及促進
開発途上国において関係行政分野の企画・立案に携わる政府職員を対象に、建設産業関連制度をテー
マとしたセミナーを日本で開催し、当該国における我が国の建設産業関連制度の普及を促進する。
＜セミナーテーマの具体例＞
建設業許可制度、経営事項審査制度（建設業法）、入札契約適正化法、総合評価制度、
入札ボンド制度、建設業の法令遵守の取組み 等
＜その他＞
政府調達や建設業の実務に関連する現地見学、グループディスカッションなどを実施

○ 我が国の建設産業関連制度等に関する知識の普及により、開発途上国におけるそれらの制度
の透明性向上等が図られる、ＯＤＡプロジェクトに携わる不良・不適格企業（特に地場の）が排除さ
れる、などの点で開発途上国に対する国際貢献に資すると考えられる。
○ 開発途上国の政府調達や建設業行政担当者のネットワーク形成が容易になることにより、建設
サービス分野の貿易円滑化の推進にも資することが期待される。
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○ 建設企業海外受注プロジェクト対策経費【新規】

（国際建設市場室）

要求額 １５百万円

・邦人建設企業の海外建設プロジェクトについて、プロジェクトの収益性向

上やその円滑な実施を妨げる障害を除去するため、プロジェクト受注後の問

題解決に関する支援を行い、我が国建設企業の積極的な海外展開を図る。

＜内 容＞

・海外建設市場として有望な国・地域を対象にプロジェクトの進捗を妨げる

問題点の抽出や要因分析等に関する調査を実施する。これにより、個別企業

では解決困難とされた問題等については、今後の対応方策の検討や進出先国

政府との政策対話等を行う。

建設企業海外受注プロジェクト対策経費（新規）

〔海外建設プロジェクトを巡る問題点の抽出や要因分析に関する調査〕
○ 海外建設市場として有望な国・地域を対象に、我が国建設企業が受注したプロジェクトについて、
プロジェクトの進捗を妨げるあらゆる問題点の抽出や要因分析に関する調査を実施

邦人建設企業が海外でプロジェクトを受注しても、個々の企業で対処することが困難な事情により、
損失が生じるケースがあり、我が国建設企業の積極的な海外展開にとって支障となっている。

主要な建設会社の土木工事について海外での
売上比率の上昇とともに、その利益率が低下。

・ 契約で定められた紛争解決の仕組みに沿って
出された判断に発注者が従わない。

・ 度重なる計画変更により、当初コストの約２倍増
にまでなっているにもかかわらず、支払いの
増額要求がなかなか認められない。

海外建設事業における収益性向上やその円滑な実施を妨げる障害を除去するため、
邦人建設企業のプロジェクト受注後の問題解決を支援する方策の検討を実施

〔調査に基づいた対応方策の検討〕
○ 対象国・地域の実情に詳しい専門家からなる委員会において、具体的な対応策の検討を実施
○ 個別企業で解決困難とされた問題等については、進出先国政府との政策対話等を実施

＜海外受注実績と利益率の現状＞

＜具体的なプロジェクトに係る問題例＞

背景・必要性

具体的取組み内容

邦人建設企業が海外建設プロジェクトを受注するまでの支援は、進出先国の各種法制度の調査等を含め、
これまでも実施してきたが、受注後の問題解決に関する支援策は講じられてこなかったのが現状。

大手４社（土木）
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２．安全・安心で豊かな社会づくり

（１）生活者の視点に立った安心施策の展開

○ これからの社会資本整備の方向性の調査検討【新規】

（政策課）

要求額 ２５百万円

・今後の社会資本整備の方向性について検討を行うために、社会資本整備が

果たしてきた役割についての分析や国民各層からの意見聴取を行う。

・得られた結果については、国土交通省としての施策立案等において随時活

用していくとともに、第３次の社会資本整備重点計画の策定にも活用する。

＜内 容＞

・これまで実施されてきた社会資本整備について、経済社会への貢献や安全

安心などの面からの分析を行うとともに、国民各層や学識経験者から広く社

会資本整備に対する意見やニーズを聴取する。その結果を整理して、今後に

おける社会資本整備の方向性や進め方についての検討を行う。

・第３次社会資本整備重点計画の指標のあり方の検討のため、指標について

アンケート調査を行うとともに、前提条件の変化等による指標への影響につ

いてのシミュレーションを行い、今後の社会資本整備重点計画における指標

設定のための基礎資料とする。

これからの社会資本整備の方向性の調査検討

平成15年度
第１次 社会資本整備重点計画 閣議決定
（計画期間 １５～１９年度）

第２次 社会資本整備重点計画 閣議決定
（計画期間 ２０～２４年度）

平成20年度

第３次 社会資本整備重点計画
閣議決定予定
（計画期間 ２５～２９年度）

平成25年度
予定

これからの社会資本整備の

方向性の検討調査（H22）

・社会資本整備の方向性の検討

社会資本整備が果たしてきた役
割の分析、社会資本整備に対す
る国民各層の意見聴取

・３次計画の指標のあり方の検討

・計画に沿った社会資本整備

・指標のフォローアップ（年１回）

・３次計画の策定作業

平成22年度

～平成24年度

施策の検討 社会資本整備重点計画

・重点政策の策定等
各種ビジョンへの反映

・経済対策等への反映

（随時）

３次計画策定調査

（H２３～２４）

調査等の実施
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○ 宅地建物取引業・賃貸不動産管理業等に係る新規制度導入経費【新規】

（不動産業課）

要求額１００百万円

・国民の多様な居住ニーズへの対応や、良好なストックとしての有効活用、

維持・向上のために、不動産を適正に維持管理する管理業務の重要性が高

まっている。また、消費者から信頼される安全安心な不動産市場の形成を

図る必要がある。これらの諸課題に対応するため、社会資本整備審議会不

動産部会における審議も踏まえ、新しい制度の構築や円滑な運用等に向け

て必要な事業を行う。

＜内 容＞

・賃貸不動産管理業の登録制度導入

不動産管理業の業務の明確化及び適正な業務の実施の担保のために、不

動産管理業の登録制度を導入するためのシステム開発や契約書等の見直し

等に要する経費。

・迅速・簡易な紛争処理体制の構築

不動産をめぐる紛争の簡易、迅速、円滑な解決方策として、事業者、業

界団体等による自主的な紛争解決のための取組や新たな紛争処理機関に関

する体制整備等に要する経費。

・重要事項説明制度の見直し

宅地建物取引業者が実施する重要事項説明の購入者等への書面の事前交

付制度の導入に伴う重要事項説明書面の見直し等に要する経費。

宅地建物取引業・賃貸不動産管理業等に係る新規制度導入経費

○ 事業者の不適切な行為を排除するための登録制度

○ 事業者の業務の適正化のためのルールの確立 など、賃貸不動産管理業の適正化を強力に推進する。

１．賃貸不動産管理業の登録制度導入

３．重要事項説明の見直し２．迅速・簡易な紛争処理体制の構築

○ 不動産分野における簡易、迅速、円滑な紛争解決
方策として、事業者等による自主的な取組、新たな
紛争処理機関の整備を促進する。

○ あらかじめ、重要事項説明書の案や写しを買主に

渡すことで、重要事項説明の前に買主がその内容を
整理できるようにする。

登録制度に対応したシステム開発に要する経費

紛争処理体制の整備に要する経費 制度改正に伴う重要事項説明書の見直しに要する経費

標準管理委託契約書等の見直しに要する経費

これら新制度の周知・普及に要する経費

宅地建物取引業・賃貸不動産管理業等に係る新規制度導入経費

○ 事業者の不適切な行為を排除するための登録制度

○ 事業者の業務の適正化のためのルールの確立 など、賃貸不動産管理業の適正化を強力に推進する。

１．賃貸不動産管理業の登録制度導入

３．重要事項説明の見直し２．迅速・簡易な紛争処理体制の構築

○ 不動産分野における簡易、迅速、円滑な紛争解決
方策として、事業者等による自主的な取組、新たな
紛争処理機関の整備を促進する。

○ あらかじめ、重要事項説明書の案や写しを買主に

渡すことで、重要事項説明の前に買主がその内容を
整理できるようにする。

登録制度に対応したシステム開発に要する経費

紛争処理体制の整備に要する経費 制度改正に伴う重要事項説明書の見直しに要する経費

標準管理委託契約書等の見直しに要する経費

これら新制度の周知・普及に要する経費
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○ 運輸安全マネジメント制度の充実・強化【拡充】

（大臣官房運輸安全監理官）

要求額 ４６百万円

・国民の日常生活を支え、ひとたび事故等が起きれば大きな被害となる公共

交通等の一層の安全を確保するため、運輸事業者による社内一丸となった安

全管理体制の構築・改善を図る運輸安全マネジメント制度を充実・強化す

る。

＜内 容＞

・運輸事業者の安全管理体制の構築・改善を図るため、国がその構築状況を

評価・助言する運輸安全マネジメント制度を強力に推進するとともに、より

実効的な評価を行うための職員の力量の向上等を図る。

・また、運輸安全委員会の設置や運輸安全マネジメント制度の本格化による

知見の集積を踏まえ、運輸事業者が事故防止に取り組むための環境の整備を

図る。

平成１８年１０月１日～
運輸安全マネジメント制度の導入

経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築が必要
事業者の自立的・積極的な取組を、国が定期的・継続的にきめ細かく確認・評価することが必要

平成17年に入ってヒューマンエラーが原因と見られる事故等が多発（ＪＲ西日本福知山線脱線事故等）

運輸安全一括法の制定（平成１８年３月３１日公布）
官房新組織設立（平成１８年度～）

鉄道 自動車 海運 航空

経 緯

○ 運輸安全マネジメント評価実施状況 ○ 運輸安全マネジメント制度の成果

全体的に見て、経営トップのリーダーシップの下、

会社全体が一丸となった安全管理体制については、

その基本的な枠組みが概ね構築されている。
また、評価を受けた事業者に対するアンケートにお

いて、
①９割以上の事業者が、運輸安全マネジメント制度

が自社の安全確保のために有効である。

②９割以上の事業者が、制度導入後、自社の輸送の
安全に係る取組について、変化、改善又は充実

した点がある、
との回答を得ているところ。

１，４２５２４８１５２７２３１４

評価済み

事業者数

(H21.6末）

５，１０１２４３，９４６３３９７９２
対象事業者数

（H20．3末）

計航空海運自動車鉄道

運輸安全マネジメント制度の充実・強化
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３．地球環境時代に対応したくらしづくり

（１）温暖化対策や健全な国土に向けた取組

○ エコモビリティ都市の推進【新規】

（環境政策課）

要求額 ２００百万円

・京都議定書の目標達成、更には本年１２月のＣＯＰ１５（於コペンハーゲ

ン）において決定されることとなっている京都議定書以降の枠組みへの貢

献に向けて、電気自動車等の新技術の実用化なども踏まえ、低炭素型の交

通を支援する。

＜内 容＞

・低炭素型の交通を実現するための施策（次世代自動車の普及、交通施策と

まちづくり、人流・物流施策への一体的取組み等）にまちぐるみで総合的

に取り組む都市・地域を、国土交通省の関係部局が連携することにより、「エ

コモビリティ都市」として支援する。

エコモビリティ都市（低炭素型交通を推進する都市）の推進

【現状】 【具体的施策】

• 低炭素型の交通を実現するための施策（次世代自動車の
普及、交通施策とまちづくり、人流・物流施策への一体的取
組み等）にまちぐるみで総合的に取り組む都市・地域を「エ
コモビリティ都市」として支援する。

○ 低炭素型の交通に着目した総合的な支援パッケージ
の創設

○ 計画策定の支援

• 計画策定に対する支援を行う。（22年度 新規予算要求）

○ 事業実施の集中的かつ効果的な支援

• 関係部局と連携し、ＣＯ2削減量の把握、評価の手法を策定す
るとともに、ＣＯ2削減目標を実現するため、事業実施の集中的
かつ効果的な支援を行う。

○ 連携の強化

• 低炭素型交通の実現に向け、交通施策とまちづくり、人流施策
と物流施策などを連携して一体的に推進する。

①ポスト京都議定書
本年12月に基本的枠組みが決定されることとなっている
ポスト京都議定書を見据え、低炭素社会の実現に向けた
中長期的ビジョンに立って、二酸化炭素排出量の少ない
交通の構築の検討を開始することが必要。

②新技術の実用化
本年7月下旬から電気自動車、本年中にプラグインハイブ
リッドの市販が開始され、新技術が実用化されるという状
況の変化に伴い、新たに低炭素型の交通を推進する政策
を展開することが必要。

○ 交通施策とまちづくりを一体的に進める
ことが必要

○ 交通施策とまちづくりを一体的に進める
ことが必要

○ 人流・物流を併せた低炭素化を推進す
る施策が必要

○ 人流・物流を併せた低炭素化を推進す
る施策が必要

【課題】

○ CO2削減目標を掲げた低炭素型交通に
特化したパッケージ施策が必要

○ CO2削減目標を掲げた低炭素型交通に
特化したパッケージ施策が必要

○ 地域の視点からも一体的パッケージによ
る支援は意義あり

○ 地域の視点からも一体的パッケージによ
る支援は意義あり
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○ 公共空間を活用したグリーンエネルギー創出促進検討調査経費【新規】

（事業総括調整官）

要求額 ７百万円

・太陽光発電、風力発電等のグリーンエネルギーを創出しようとする民間事

業者等が発電設備等を国が管理する公共空間に設置しやすくするために、民

間事業者等による公共空間への発電設備等の設置に係る手順を明らかにした

ガイドラインを作成し、公共空間を活用した民間事業者等によるグリーンエ

ネルギー創出促進体制を構築する。

＜内 容＞

・グリーンエネルギー創出に関する最新動向について情報収集するとともに、

事業化にあたっての公共空間活用に対するニーズを把握する。その上で、公

共空間におけるグリーンエネルギー創出関連設備の設置にあたっての技術的

課題について、整理・検討を行う。

○国が管理する公共空間において、民間事業者等による太陽光発電、風力発電等のグリーンエネルギー
創出を促進するため、ガイドラインの作成に向けた公物管理上の技術的課題等の検討を行う。

（２）検討内容・成果

○太陽光パネル等の効率的設置と、公物管理の安全性（耐荷重・点検上の死角除去）を両立させる設置ルールが必要。特に、
土構造等の公共用地に対して太陽光パネル等の重量物を設置する際には、地盤の安定計算が不可欠。また、太陽光パネル等
設置箇所への立入りに係る問題点（設置物・立入り者相互の安全性等）についても整理が必要。

（１）目的・必要性

○「太陽光発電・省エネ世界一プラン（2020年頃に太陽光発電を20倍程度へ）」（平成21年6月23日 経済財政改革の基本方針
2009）

○「公共事業において、新エネルギー利用等に係る関連機器の率先的かつ計画的な導入拡大に努める」（新エネルギー利用
等の促進に関する特別措置法に基づく基本方針における政府の講ずべき措置）

（３）効果

○公共空間における太陽光パネル等の設置にあたり、国（公物管理者）、グリーンエネルギー創出事業者、電力会社等の関係
者間の調整が円滑化し、低炭素社会実現等に寄与するとともに、太陽光発電等、成長分野における民間投資の促進に寄与

公共用地における民間事業者の太陽光パネル等設置に関するルール、公物管理上の技術的課題等について、
太陽光パネルメーカー等の専門的見地を踏まえながら整理・検討し（Ｈ２２）、ガイドライン化（Ｈ２３）
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○ 不動産業における温室効果ガス削減方策に関する調査検討の推進【新規】

（不動産業課、環境政策課）

要求額 １７百万円

・ポスト京都議定書に向けた地球温暖化対策の議論が本格的に進む中、テナ

ントビルで行われる事業活動に起因するエネルギー消費量の増加、ＣＯ２排

出量の増加が生じており、早急な対策が必要である。しかし、ビル全体での

エネルギー使用量及びＣＯ２排出量の過半をテナント側が占めるため、ビル

オーナーのみが温暖化対策を実施してもその効果には限界があり、また、従

来の賃貸借契約においては、ビルオーナーとテナントの省エネに対する取組

のコストや利益が片方に偏り、両者の積極的な取組が促進されにくい。そこ

で、海外の先進事例調査等も参考に、ビルオーナーとテナント双方にとって、

経済的なインセンティブが働くような契約形態の在り方等について検討し、

テナントビルにおける効果的な温暖化対策を推進する。

＜内 容＞

・海外におけるビルオーナーとテナントの連携方策や契約形態の先進事例等

について調査。

・ビルオーナーとテナントとの間において省エネの取組による利益を双方に

公平に配分する仕組み等を検討。

不動産業における温室効果ガス削減方策に関する調査検討
◆ 我が国の排出量中、業務その他部門が約２割を占める。 ◆ このうち、オフィスビルの排出量が約２割を占める。

（１） テナントビルにおけるＣＯ２排出量の削減に向けて、ビルオーナーとテナント双方にとって、経済的なインセンティブが働く
ような契約形態の在り方等について検討

テナントビルにおけるＣＯ２排出量の削減、不動産業における温暖化対策への貢献

・欧米諸国におけるテナントビルにおける取組事例調査

・テナント自らの取組を促すための環境整備を契約面からも進める仕組みの検討

・ 「オフィスビルの地球温暖化防止対策検討会」中間とりまとめ（平成１９年１２月）

・ 「不動産業における環境自主行動計画」改定（平成２０年３月 （社）不動産協会）

・ 総合エネルギー調査会工場等判断基準小委員会における議論（平成２０年５月～）

・ 先進事例調査

○ ビルオーナーのみが温暖化対策を実施してもその効果には限界
○ ビルオーナー、テナント双方が省エネルギーに向けた意識、方向性を共有する土壌が存在しづらい

効果

今回の取組

問題点

これまでの取組

不動産業における温室効果ガス削減方策に関する調査検討
◆ 我が国の排出量中、業務その他部門が約２割を占める。 ◆ このうち、オフィスビルの排出量が約２割を占める。

（１） テナントビルにおけるＣＯ２排出量の削減に向けて、ビルオーナーとテナント双方にとって、経済的なインセンティブが働く
ような契約形態の在り方等について検討

テナントビルにおけるＣＯ２排出量の削減、不動産業における温暖化対策への貢献

・欧米諸国におけるテナントビルにおける取組事例調査

・テナント自らの取組を促すための環境整備を契約面からも進める仕組みの検討

・ 「オフィスビルの地球温暖化防止対策検討会」中間とりまとめ（平成１９年１２月）

・ 「不動産業における環境自主行動計画」改定（平成２０年３月 （社）不動産協会）

・ 総合エネルギー調査会工場等判断基準小委員会における議論（平成２０年５月～）

・ 先進事例調査

○ ビルオーナーのみが温暖化対策を実施してもその効果には限界
○ ビルオーナー、テナント双方が省エネルギーに向けた意識、方向性を共有する土壌が存在しづらい

効果

今回の取組

問題点

これまでの取組
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（２）環境を優先した選択の支援・促進

○ 建設分野におけるリサイクルの推進【新規】

（建設業課・事業総括調整官）

要求額 １５百万円

・建設分野におけるリサイクルの更なる推進を通じて省資源型の循環型社会

の実現を図ることを目的に、建設リサイクル法の規定に基づきとりまとめ

られた「建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討について」において

指摘されている課題に対応するための必要な検討調査を実施する。

＜内 容＞

①高度成長期に建築された大量の建築物が更新時期を迎え、その解体に伴い

廃石膏ボードが大量に排出されることが見込まれている。このため、廃石

膏ボードの再資源化（リサイクル）促進を見据え、分別解体の方法を明確

にするための調査検討を行い、分別解体のマニュアルを作成する。

②不法投棄など建設廃棄物の不適正処理の防止を図ることを目的に、建設リ

サイクル法において解体工事等の事前届出・通知を義務付けている。この

届出・通知率が高い水準ではないとの指摘があることから、現状を把握し

た上で、行政庁における現場パトロールの効率化や助言・勧告のあり方等

の事前届出・通知率の向上策の検討を行い、その実施方針をとりまとめる。

「建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討についてとりまとめ」(H20.12.25)抜粋「建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討についてとりまとめ」(H20.12.25)抜粋

▼必要な措置を講ずるべきもの

○事前届出・通知の内容の充実及び効率化
○石膏ボードの現場分別解体の徹底

等

▼特に優先的に調査検討を行うべきもの

○事前届出・通知率の向上策
○事前届出における手続及び審査の効率化の
検討

○石膏ボードの再資源化促進に向けた取組
等

（２）建設廃棄物適正処理の徹底等
○依然として不法投棄等が多いこと
○状況把握が十分でないこと 等

（１）建設廃棄物の再資源化の促進
○分別解体等の取組が十分でないこと

○施工方法が不明確なケースがあること
○再資源化等状況の把握が十分でないこと
○廃石膏ボードの再資源化の取組の遅れ 等

建設リサイクル制度の主な課題

○情報交換が十分でないこと
○国民の理解・意識が高くないこと

○再生資材の取組が十分でないこと 等

（３）関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進
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（３）地球環境時代の技術開発・国際貢献

○ アジア諸国を中心とした交通分野における気候変動対策の国際的な

推進強化【新規】 （国際企画室・国際業務室）

要求額 １５２百万円

・地球環境問題の深刻化に対応し、特に途上国の交通分野における気候変

動・大気汚染対策を更に促進するため、各国の計画的取組に対し策定から

実施まで一貫した支援を実施する。

＜内 容＞

・「交通分野における地球環境・エネルギーに関する大臣会合」（MEET）の
枠組みを活用して、更なる国際連携・協力を強化していくため、先進国・

途上国の交通政策担当者、国際機関・NPO 等の専門家等で構成する「交通
政策責任者会合」を日本で開催し、協調的な途上国支援を推進する。

・ASEAN諸国を中心とするアジア各国の交通環境対策支援を強化するため、
ASEAN 各国における行動計画の策定を支援するとともに、気候変動・大気
汚染対策に資するパイロットプロジェクトの実施や自動車環境基準の実効

性確保に向けた取組などを各国等と連携して推進する。

アジア諸国を中心とした交通分野における気候変動対策の国際的な推進強化

途上国における気候変動・大気汚染対策を更に促進するため、各国行動計画の策定から実施まで一貫し
た支援を実施し、途上国の政策立案・実施能力を総合的に向上

ASEAN各国の
行動計画策定支援

自動車環境基準の
実効性の確保

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
の実施

MEET枠組みの活用

高級事務レベル会合
（日：2009.6）

交通政策責任者会合
（日：2010）

第２回大臣会合
（伊：2010 春）

「交通分野における地球環境・エネルギーに関する

大臣会合」（MEET）の枠組みを活用
2010年に第2回MEET大臣会合（イタリア）・交通政
策責任者会合（日本）を開催

先進国・途上国の交通政策担当者、国際機関・NP
O等の専門家等で、途上国支援に向けたネットワ
ークを形成

知見を共有、キャパビル等の支援を協調して実施

MEET枠組みを活用した途上国支援

第1回大臣会合
（日：2009.1）

交通政策担当者・専門家

等のネットワーク形成

→協調的な途上国支援

環境基盤整備・普及支援（行動計画策定支援、交通情

報プラットフォーム事業による交通統計データ整備支

援等）

自動車環境基準策定の促進（排出基準等の履行確保、
制度・技術移転を支援）

パイロットプロジェクトの実施（例：自動車排出ガス係数

の算出方法設定、都市内物流対策）

アジアにおける交通環境対策支援

具体的な施策実施

戦略的な行動計画策定

日 A S E A N 環 境 行 動 計 画 （2009.12）

ﾃﾞー ﾀ整備等
交通統計
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○ バラスト水管理条約の国内対応【新規】

（海洋政策課）

要求額 ９百万円

・バラスト水管理条約（船舶のバラスト水を通じて、外来性有害水生生物の

移動により発生する環境及び資源等への危険性を防ぐことを目的とした条

約。２００４年採択。）が発効に至った場合に備え、バラスト水交換等の実

態調査等の基礎調査等を行う。

＜内 容＞

・我が国周辺海域で実施されているバラスト水交換の実態調査等により基礎

データを収集すると共に、関係者からなる国内検討委員会を開催し、特に狭

隘海域である日韓航路を念頭に、バラスト水の交換が可能な海域（交換海域）

の設定等に向けた検討を行う。

バラスト水管理条約の国内取り入れに向けた調査・検討

［効果］ 本調査により、日韓航路等において適切に交換海域等を設定するための基礎データを得、近隣国と認識を
共有できることにより、バラスト水管理条約が発効に至った場合に混乱なく対応を行うことができる。

［調査概要］○ 我が国周辺海域において実施されているバラスト水交換等の実態調査
→バラスト水交換海域設定等にあたっての基礎データの収集
○ 国内検討委員会の開催、韓国等との二国間会談

→日韓航路等における交換海域等の設定についての検討

※バラスト水とは、船舶が空荷の時などに、船体を安
定させるため『おもし』として積載される海水で、主に
貨物を陸揚げする港で取り入れ、反対に貨物を積載
する港において排出される。

満載状態のタンカー 空荷状態のタンカー

※バラスト水とは、船舶が空荷の時などに、船体を安
定させるため『おもし』として積載される海水で、主に
貨物を陸揚げする港で取り入れ、反対に貨物を積載
する港において排出される。

満載状態のタンカー 空荷状態のタンカー

： 日本の海域に生息する固有生物等

： 外国の海域に生息する固有生物等

○バラスト水に混入した生物が、世界中に拡散する。

○拡散した生物が、本来の生息地でない場所で生態系の破
壊、経済活動等の被害を発生させる。

①ムール貝の一種の異常発生による発電所の停止（五大湖）

②クラゲによるアンチョビーの漁獲減少（地中海）

①冷却水取水口を目詰まりさせた
ムール貝の一種(カワヒバリガ)

②アンチョビーの卵や幼魚を
食べてしまう。(ウリクラゲ)

被害例被害例

問題点
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（この冊子は、再生紙を使用しています。）




